
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮符号化されたオーディオ信号と映像信号が多重化され伝送されるデジタルマルチメ
ディア信号を受信することができる移動端末において、
　音声通話のための無線信号を受信し、前記無線信号を符号化された信号に変換する無線
受信部と、
　前記符号化された信号を電気的な音声信号に変換してスピーカーを通じて出力する音声
処理部と、
　デジタルマルチメディア信号を受信し、前記デジタルマルチメディア信号から多重化さ
れたオーディオ信号と映像信号を分離する逆多重化器と、
　前記分離されたオーディオ信号と映像信号を復号し、前記復号されたオーディオ信号と
映像信号をそれぞれ前記スピーカーと表示部に提供する復号部と、
　前記デジタルマルチメディア信号の受信中に音声通話要求が発生する場合、

前記復号部で前記オーディオ信号の復号が中止され、前記音声処理
部から前記音声信号が前記スピーカーを通じて出力されるように制御する制御部と
からなることを特徴とする移動端末。
【請求項２】
　前記制御部は前記デジタルマルチメディア信号の受信中に音声通話要求が発生する場合
、前記逆多重化器から出力される前記オーディオ信号の復号を中止するように前記復号部
を制御する請求項１記載の移動端末。
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【請求項３】
　前記制御部は前記デジタルマルチメディア信号の受信中に音声通話要求が発生する場合
、前記オーディオ信号が前記復号部に提供されないように前記逆多重化器を制御する請求
項１記載の移動端末。
【請求項４】
　前記制御部は音声通話のための着信号時、所定の通話キー入力があると、前記音声通話
要求が発生すると判断する請求項１記載の移動端末。
【請求項５】
　前記制御部は音声通話のための発信号要求があると、前記音声通話要求が発生すると判
断する請求項１記載の移動端末。
【請求項６】
　前記制御部は音声通話のために指定された被呼者に呼を発信し、前記被呼者から応答信
号を受信する場合、前記音声通話要求が発生すると判断する請求項１記載の移動端末。
【請求項７】
　前記デジタルマルチメディア信号は圧縮符号化された文字信号をさらに含み、前記逆多
重化器は前記デジタルマルチメディア信号から前記文字信号を分離する請求項１記載の移
動端末。
【請求項８】
　前記制御部は前記音声通話要求が発生され、前記文字信号が前記表示部に表示されてい
ない場合、前記文字信号が復号され前記表示部を通じて出力されるように前記復号部を制
御する請求項７記載の移動端末。
【請求項９】
　前記制御部は前記デジタルマルチメディア信号の受信中に、前記音声通話要求が発生す
る場合、使用者の選択により前記オーディオ信号の復号を中止するか否かを決定する請求
項１記載の移動端末。
【請求項１０】
　前記使用者の選択は前記デジタルマルチメディア信号の受信を遮断する場合をさらに含
む請求項９記載の移動端末。
【請求項１１】
　前記使用者の選択は所定のキー入力を通じて遂行される請求項９または請求項１０記載
の移動端末。
【請求項１２】
　前記使用者の選択は使用者により予め設定された優先順位に応じて決定される請求項９
または請求項１０記載の移動端末。
【請求項１３】
　前記制御部は前記音声通話が終了されたか否かを検査し、前記音声通話が終了された場
合、前記オーディオ信号の復号が再開されるように前記復号部を制御する請求項１記載の
移動端末。
【請求項１４】
　圧縮符号化されたオーディオ信号と映像信号が多重化され伝送されるデジタルマルチメ
ディア信号を受信することができる移動端末において、
音声通話のための無線信号を受信し、前記無線信号を符号化された信号に変換する無線受
信部と、
　前記符号化された信号を電気的な音声信号に変換してスピーカーを通じて出力する音声
処理部と、
　デジタルマルチメディア信号を受信し、前記デジタルマルチメディア信号から多重化さ
れたオーディオ信号と映像信号を分離する逆多重化器と、
　前記分離されたオーディオ信号と映像信号を復号し、前記復号されたオーディオ信号と
映像信号をそれぞれ前記スピーカーと表示部を通じて出力する復号部と、
　前記音声通話中に前記デジタルマルチメディア信号の受信要求が発生する場合、
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前記復号部で前記オーディオ信号の復号が遮断され、前記音声
信号が前記スピーカーを通じて出力されるように制御する制御部と
からなることを特徴とする移動端末。
【請求項１５】
　前記制御部は前記音声通話中に前記デジタルマルチメディア信号の受信要求が発生する
場合、前記逆多重化器から出力される前記オーディオ信号の復号を中止するように前記復
号部を制御する請求項１４記載の移動端末。
【請求項１６】
　前記制御部は前記音声通話中に前記デジタルマルチメディア信号の受信要求が発生する
場合、前記オーディオ信号が前記復号部に提供されないように前記逆多重化器を制御する
請求項１４記載の移動端末。
【請求項１７】
　前記デジタルマルチメディア信号は圧縮符号化された文字信号をさらに含み、前記逆多
重化器は前記デジタルマルチメディア信号から前記文字信号を分離する請求項１４記載の
移動端末。
【請求項１８】
　前記制御部は前記音声通話中に前記デジタルマルチメディア信号の受信要求が発生し、
前記文字信号が前記表示部に表示されていない場合、前記文字信号が復号され前記表示部
を通じて出力されるように前記復号部を制御する請求項１７記載の移動端末。
【請求項１９】
　前記制御部は前記音声通話中に前記デジタルマルチメディア信号の受信要求が発生する
場合、使用者の選択によって前記オーディオ信号の復号を中止するか否かを決定するよう
に制御する請求項１４記載の移動端末。
【請求項２０】
　前記使用者の選択は前記デジタルマルチメディア信号の受信を遮断する場合をさらに含
む請求項１９記載の移動端末。
【請求項２１】
　前記使用者の選択は所定のキー入力により遂行される請求項１９または請求項２０記載
の移動端末。
【請求項２２】
　前記使用者の選択は使用者により予め設定された優先順位に応じて決定される請求項１
９または請求項２０記載の移動端末。
【請求項２３】
　前記制御部は前記音声通話が終了されたか否かを検査し、前記音声通話が終了された場
合、前記オーディオ信号を復号するように前記復号部を制御する請求項１４記載の移動端
末。
【請求項２４】
　圧縮符号化されたオーディオ信号と映像信号が多重化され伝送されるデジタルマルチメ
ディア信号を受信することができる移動端末において、
　音声通話のための無線信号を受信し、前記無線信号を符号化された信号に変換する無線
受信部と、
　前記符号化された信号を電気的な音声信号に変換してスピーカーを通じて出力する音声
処理部と、
　デジタルマルチメディア信号を受信し、前記デジタルマルチメディア信号から多重化さ
れたオーディオ信号と映像信号を分離する逆多重化器と、
　前記分離されたオーディオ信号と映像信号を復号し、前記復号された映像信号と前記オ
ーディオ信号をそれぞれ表示部と前記スピーカーを通じて出力する復号部と、
　前記デジタルマルチメディア信号の受信と音声通話要求が同時に発生する場合、

前記復号部でオーディオ信号の復号が中止され、前記音声信号
が前記スピーカーを通じて出力されるように制御する制御部と
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からなることを特徴とする移動端末。
【請求項２５】
　前記制御部は前記デジタルマルチメディア信号の受信と音声通話要求が同時に発生する
場合、前記逆多重化器から出力される前記オーディオ信号の復号を中止するように前記復
号部を制御する請求項２４記載の移動端末。
【請求項２６】
　前記制御部は前記デジタルマルチメディア信号の受信と音声通話要求が同時に発生する
場合、前記オーディオ信号が前記復号部に提供されないように前記逆多重化器を制御する
請求項２４記載の移動端末。
【請求項２７】
　前記制御部は音声通話のための着信号時、所定の通話キー入力があると、前記音声通話
要求が発生すると判断する請求項２４記載の移動端末。
【請求項２８】
　前記制御部は音声通話のための発信号要求があると、前記音声通話要求が発生すると判
断する請求項２４記載の移動端末。
【請求項２９】
　前記制御部は音声通話のために指定された被呼者に呼を発信し、前記被呼者から応答信
号を受信する場合、前記音声通話要求が発生すると判断する請求項２４記載の移動端末。
【請求項３０】
　前記制御部は前記デジタルマルチメディア信号の受信と前記音声通話要求が同時に発生
する場合、使用者の選択によって前記オーディオ信号の復号を中止するか否かを決定する
ように制御する請求項２４記載の移動端末。
【請求項３１】
　前記使用者の選択は前記デジタルマルチメディア信号の受信を遮断する場合をさらに含
む請求項３０記載の移動端末。
【請求項３２】
　前記使用者の選択は所定のキー入力を通じて遂行される請求項３０または請求項３１記
載の移動端末。
【請求項３３】
　前記使用者の選択は使用者により予め設定された優先順位に応じて決定される請求項３
０または請求項３１記載の移動端末。
【請求項３４】
　圧縮符号化されたオーディオ信号と映像信号が多重化され伝送されるデジタルマルチメ
ディア信号を受信することができる移動端末で前記オーディオ信号を処理する方法におい
て、
　デジタルマルチメディア信号を受信し、前記デジタルマルチメディア信号から多重化さ
れたオーディオ信号と映像信号を分離する過程と、
　前記分離されたオーディオ信号と映像信号を復号し、前記復号されたオーディオ信号と
映像信号をそれぞれスピーカーと表示部を通じて出力する過程と、
　前記デジタルマルチメディア信号の受信中に音声通話要求が発生する場合、

前記オーディオ信号の復号を中止する過程と、
　前記音声通話のための無線信号を受信し、前記無線信号を電気的な音声信号に変換して
前記スピーカーを通じて出力する過程と
からなることを特徴とする方法。
【請求項３５】
　前記移動端末は前記音声通話のための着信号時、所定の通話キー入力があると、前記音
声通話要求が発生すると判断する過程をさらに含む請求項３４記載の方法。
【請求項３６】
　前記移動端末は前記音声通話のための発信号要求があると、前記音声通話要求が発生す
ると判断する過程をさらに含む請求項３４記載の方法。
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【請求項３７】
　前記移動端末は前記音声通話のために指定された被呼者に呼を発信し、前記被呼者から
応答信号の受信時、前記音声通話要求が発生すると判断する過程をさらに含む請求項３４
記載の方法。
【請求項３８】
　前記移動端末は前記音声通話要求が発生する場合、前記デジタルマルチメディア信号が
圧縮符号化された文字信号を含むか否かを検査する過程と、
　前記文字信号が前記表示部を通じて出力されているか否かを検査する過程と、
　前記文字信号が前記表示部を通じて出力されていない場合、前記文字信号を前記デジタ
ルマルチメディア信号から分離し復号して前記表示部を通じて出力する過程と
をさらに含む請求項３４記載の方法。
【請求項３９】
　前記移動端末は前記デジタルマルチメディア信号の受信中に音声通話要求が発生する場
合、使用者の選択によって前記オーディオ信号の復号を中止するか否かを決定する過程を
さらに含む請求項３４記載の方法。
【請求項４０】
　前記使用者の選択は前記デジタルマルチメディア信号の受信を遮断する場合をさらに含
む請求項３９記載の方法。
【請求項４１】
　前記使用者の選択は所定のキー入力を通じて遂行される請求項４０記載の方法。
【請求項４２】
　前記使用者の選択は使用者により予め設定された優先順位に応じて決定される請求項４
０記載の方法。
【請求項４３】
　前記移動端末は、前記音声通話が終了されたか否かを検査する過程と、
　前記音声通話が終了された後、前記オーディオ信号の復号が再開されるように制御する
過程と
をさらに含む請求項３４記載の方法。
【請求項４４】
　圧縮符号化されたオーディオ信号と映像信号が多重化され伝送されるデジタルマルチメ
ディア信号を受信することができる移動端末で前記オーディオ信号を処理する方法におい
て、
　音声通話のための無線信号を受信し、前記無線信号を電気的な音声信号に変換してスピ
ーカーを通じて出力する過程と、
　前記音声通話中にデジタルマルチメディア信号の受信要求が発生する場合、前記デジタ
ルマルチメディア信号を受信し、前記デジタルマルチメディア信号から多重化されたオー
ディオ信号と映像信号を分離する過程と、
　前記分離されたオーディオ信号と映像信号を復号し、前記復号されたオーディオ信号と
映像信号をそれぞれ前記スピーカーと表示部を通じて出力する過程と、
　前記映像信号を復号し、前記復号された映像信号を表示部を通じて出力し、前記オーデ
ィオ信号は復号しない過程と
からなることを特徴とする方法。
【請求項４５】
　前記移動端末は、前記音声通話要求が発生する場合、前記デジタルマルチメディア信号
が圧縮符号化された文字信号を含むか否かを検査する過程と、
　前記文字信号が前記表示部を通じて出力されているか否かを検査する過程と、
　前記文字信号が前記表示部を通じて出力されていない場合、前記文字信号を前記デジタ
ルマルチメディア信号から分離し復号して前記表示部を通じて出力する過程と
をさらに含む請求項４４記載の方法。
【請求項４６】
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　前記移動端末は前記音声通話中に前記デジタルマルチメディア信号の受信要求が発生さ
れる場合、前記オーディオ信号の復号を中止するか否かを使用者の選択によって決定する
過程をさらに含む請求項４４または請求項４５記載の方法。
【請求項４７】
　前記使用者の選択は前記デジタルマルチメディア信号の受信を遮断する場合をさらに含
む請求項４６記載の方法。
【請求項４８】
　前記使用者の選択は所定のキー入力を通じて遂行される請求項４６記載の方法。
【請求項４９】
　前記使用者の選択は使用者により予め設定された優先順位に応じて決定される請求項４
６記載の方法。
【請求項５０】
　前記移動端末は、前記音声通話が終了されたか否かを検査する過程と、
　前記音声通話が終了された後、前記オーディオ信号を復号して前記スピーカーを通じて
出力する過程と
をさらに含む請求項４４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はマルチメディア放送を視聴することができる移動端末に関し、特にマルチメデ
ィア放送の視聴中、音声呼接続が要求される場合、マルチメディア放送のオーディオ信号
を処理するための装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、移動端末のマルチメディア化が加速化されながらデジタルマルチメディア放送 (D
igital Multimedia Broadcasting)を受信することができる機能が搭載された移動端末が
開発されている。デジタルマルチメディア放送視聴が可能な移動端末は、通常の呼処理の
ための受信部とデジタルマルチメディア放送を受信するための受信部を別に構成する。従
って、使用者はこのような移動端末を通じてデジタルテレビ放送を実時間に視聴すること
と同時に、音声通話のような通常の携帯電話サービスを利用することができる。
【０００３】
　一方、デジタルマルチメディアデータストリーミング放送受信が可能な従来の移動端末
は、放送受信中には通常の移動電話サービスを利用することができない。現在の２世代移
動通信に該当する移動通信ネットワークでは一つの移動局に単一サービスのみを提供する
ことができ、一つの移動局に対して同時に複数のサービスを提供することができない。従
って、デジタルマルチメディアデータストリーミング放送受信中に通常の移動電話サービ
スを利用するためには放送受信を中断すべきである。しかし、マルチメディア環境下の３
世代移動通信ネットワークでは加入者が使用中であるサービスの中断なしに新たなサービ
スを追加に提供する同時サービスが可能になり、使用者はデジタルマルチメディアデータ
ストリーミング放送を視聴しながら音声通話をすることができるようになる。
【０００４】
　デジタルマルチメディア放送やデジタルマルチメディアデータストリーミング放送サー
ビスは映像信号だけではなくオーディオ信号も含む。従って、前記放送視聴中に音声通話
をする場合、放送サービスのオーディオ信号と通話音声が重なって出力される問題点があ
る。
【０００５】
　このような問題点を解決するために従来技術は放送視聴中に音声通話をしようとする場
合、放送視聴を完全に中断するようにしている。しかし、前記従来技術は放送視聴中に呼
が着信される場合、使用者が放送を視聴し続けたい場合にも音声通話をするためには放送
視聴を中断するか、音声通話を中断しなければならないという問題点がある。従って、放
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送視聴を中断せずに音声通話をしようとする使用者の欲求を充足させ得る方法が要求され
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の目的はデジタルマルチメディア放送視聴中に音声通話が要求される場
合、デジタルマルチメディア放送のオーディオ信号のみをミュート (mute)化する装置及び
方法を提供することにある。
【０００７】
　本発明の他の目的は、デジタルマルチメディア放送視聴中に音声通話が要求される場合
、デジタルマルチメディア放送のオーディオ信号は処理を中止し、映像信号は続けて処理
することができる装置及び方法を提供することにある。
【０００８】
　本発明のさらに他の目的は、デジタルマルチメディア放送視聴中に音声通話が要求され
る場合、使用者の選択によって放送視聴を中断するか、オーディオ信号の処理のみを中止
することができる装置及び方法を提供することにある。
【０００９】
　本発明のさらに他の目的は、音声通話中にデジタルマルチメディア放送を視聴しようと
する場合、デジタルマルチメディア放送のオーディオ信号処理を中止することができる装
置及び方法を提供することにある。
【００１０】
　本発明のさらに他の目的は、デジタルマルチメディア放送視聴中に音声通話が要求され
る場合、デジタルマルチメディア放送のオーディオ信号処理を中止し、文字データに表示
することができる装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するために本発明は、圧縮符号化されたオーディオ信号と映像信号が多
重化され伝送されるデジタルマルチメディア信号を受信することができる移動端末におい
て、音声通話のための無線信号を受信し、前記無線信号を符号化された信号に変換する無
線受信部と、前記符号化された信号を電気的な音声信号に変換してスピーカーを通じて出
力する音声処理部と、デジタルマルチメディア信号を受信し、前記デジタルマルチメディ
ア信号から多重化されたオーディオ信号と映像信号を分離する逆多重化器と、前記分離さ
れたオーディオ信号と映像信号を復号し、前記復号されたオーディオ信号と映像信号をそ
れぞれ前記スピーカーと表示部に提供する復号部と、前記デジタルマルチメディア信号の
受信中に音声通話要求が発生する場合、前記復号部で前記オーディオ信号の復号が中止さ
れ、前記音声処理部から前記音声信号が前記スピーカーを通じて出力されるように制御す
る制御部とからなる装置を提供する。
【００１２】
　前記目的を達成するために本発明は、圧縮符号化されたオーディオ信号と映像信号が多
重化され伝送されるデジタルマルチメディア信号を受信することができる移動端末におい
て、音声通話のための無線信号を受信し、前記無線信号を符号化された信号に変換する無
線受信部と、前記符号化された信号を電気的な音声信号に変換してスピーカーを通じて出
力する音声処理部と、デジタルマルチメディア信号を受信し、前記デジタルマルチメディ
ア信号から多重化されたオーディオ信号と映像信号を分離する逆多重化器と、前記分離さ
れたオーディオ信号と映像信号を復号し、前記復号されたオーディオ信号と映像信号をそ
れぞれ前記スピーカーと表示部を通じて出力する復号部と、前記音声通話中に前記デジタ
ルマルチメディア信号の受信要求が発生する場合、前記復号部で前記オーディオ信号の復
号が遮断され、前記音声信号が前記スピーカーを通じて出力されるように制御する制御部
とからなる装置を提供する。
【００１３】
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　前記目的を達成するために本発明は、圧縮符号化されたオーディオ信号と映像信号が多
重化され伝送されるデジタルマルチメディア信号を受信することができる移動端末におい
て、音声通話のための無線信号を受信し、前記無線信号を符号化された信号に変換する無
線受信部と、前記符号化された信号を電気的な音声信号に変換してスピーカーを通じて出
力する音声処理部と、デジタルマルチメディア信号を受信し、前記デジタルマルチメディ
ア信号から多重化されたオーディオ信号と映像信号を分離する逆多重化器と、前記分離さ
れたオーディオ信号と映像信号を復号し、前記復号された映像信号と前記オーディオ信号
をそれぞれ表示部と前記スピーカーを通じて出力する復号部と、前記デジタルマルチメデ
ィア信号の受信と音声通話要求が同時に発生する場合、前記復号部でオーディオ信号の復
号が中止され、前記音声信号が前記スピーカーを通じて出力されるように制御する制御部
とからなる装置を提供する。
【００１４】
　前記目的を達成するために本発明は、圧縮符号化されたオーディオ信号と映像信号が多
重化され伝送されるデジタルマルチメディア信号を受信することができる移動端末で前記
オーディオ信号を処理する方法において、デジタルマルチメディア信号を受信し、前記デ
ジタルマルチメディア信号から多重化されたオーディオ信号と映像信号を分離する過程と
、前記分離されたオーディオ信号と映像信号を復号し、前記復号されたオーディオ信号と
映像信号をそれぞれスピーカーと表示部を通じて出力する過程と、前記デジタルマルチメ
ディア信号の受信中に音声通話要求が発生する場合、前記オーディオ信号の復号を中止す
る過程と、前記音声通話のための無線信号を受信し、前記無線信号を電気的な音声信号に
変換して前記スピーカーを通じて出力する過程とからなる方法を提供する。
【００１５】
　前記目的を達成するために本発明は、圧縮符号化されたオーディオ信号と映像信号が多
重化され伝送されるデジタルマルチメディア信号を受信することができる移動端末で前記
オーディオ信号を処理する方法において、音声通話のための無線信号を受信し、前記無線
信号を電気的な音声信号に変換してスピーカーを通じて出力する過程と、前記音声通話中
にデジタルマルチメディア信号の受信要求が発生する場合、前記デジタルマルチメディア
信号を受信し、前記デジタルマルチメディア信号から多重化されたオーディオ信号と映像
信号を分離する過程と、前記分離されたオーディオ信号と映像信号を復号し、前記復号さ
れたオーディオ信号と映像信号をそれぞれ前記スピーカーと表示部を通じて出力する過程
と、前記映像信号を復号し、前記復号された映像信号を表示部を通じて出力し、前記オー
ディオ信号は復号しない過程とからなる方法を提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は使用者がデジタルマルチメディア放送視聴と同時に音声通話をしようとする場
合、放送信号に妨害されずに音声通話を遂行することができる利点がある。また本発明は
使用者がデジタルマルチメディア放送の視聴中に必ず音声通話をすべきである場合、放送
を視聴し続けながら音声通話を遂行することができる利点がある。また本発明は使用者が
音声通話をしながらもデジタルマルチメディア放送の映像と字幕を同時に視聴することが
できる利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明に従う好適な一実施例について添付図を参照しつつ詳細に説明する。下記
の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知機能又は構成に関
する具体的な説明は省略する。
【００１８】
　図１は本発明の望ましい実施例に従う移動端末の構成を示すブロック図である。以下、
図１を参照して本発明と関連された移動端末の構成及び動作を詳細に説明する。
【００１９】
　無線部１１１は制御部１１３の制御下でアンテナ (ＡＮＴ )から受信される無線信号を所
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定信号に変換して制御部１１３に伝達するか、または音声処理部１２５に伝達する。また
無線部１１１は音声処理部１２５から受信される符号化された信号を無線信号に送信する
ための帯域の信号に変換してアンテナ (ＡＮＴ )に出力する。前記無線部１１１から制御部
１１３に出力される信号は、基地局のパイロット信号及びページング信号、またはデータ
通信時に受信されるデータ、または電力制御のために基地局から移動端末に受信されるメ
ッセージである。また制御部１１３は呼の設定、または電力制御及びデータ送信時の送信
データを無線部１１１に伝達して基地局に送出する。そのために無線部１１１から音声処
理部１２５に出力される信号は呼が設定された以後に受信された符号化された音声信号に
なる。
【００２０】
　制御部１１３は移動端末の全般的な動作を制御する。特に、本発明と関連して前記制御
部１１３はデジタルマルチメディア信号の受信中に音声通話要求が発生するか否かを検査
し、検査結果に応じて復号部１１９または逆多重化器１１７を制御してデジタルマルチメ
ディア信号に多重化されたオーディオ信号を処理するか否かを決定する。
【００２１】
　受信部１１５は映像信号、オーディオ信号及び付加信号などが多重化されたデジタルマ
ルチメディア放送信号を受信する。前記映像信号、オーディオ信号及び付加信号はそれぞ
れ独立されたパケットに圧縮符号化された後、多重化され伝送される。映像信号とオーデ
ィオ信号はＨ .２６４ (ＭＰＥＧ４  p.１０ )やＭＰＥＧ４  ＡＡＣのような通常の圧縮方式
を用いて圧縮符号化されることができる。一方、前記付加信号は映像信号、オーディオ信
号などと関連された字幕データなどの文字信号などを含んで構成される。本発明の明細書
では説明の便宜上、前記付加信号は文字信号に表示するようにする。
【００２２】
　ここで、前記デジタルマルチメディア信号は衛星及びギャップ充電装置 (Gap Filler)か
ら送信されたデジタルマルチメディア放送信号 (Digital Multimedia Broadcasting:ＤＭ
Ｂ )になることができる。または前記デジタルマルチメディア信号はデジタルマルチメデ
ィアデータストリーム放送信号や注文型ビデオ (Video On Demand:ＶＯＤ )、または注文型
オーディオ (Music On Demand:ＭＯＤまたは Audio On Demand:ＡＯＤ )であることもできる
。説明の便宜上、本発明の明細書では前記デジタルマルチメディア信号はデジタルマルチ
メディア放送信号である場合を仮定して説明するが、それに限定されるものではないこと
に注意すべきである。
【００２３】
　前記受信部１１５は前記デジタルマルチメディア信号を低雑音増幅した後、中間周波信
号に周波数変換する。前記中間周波信号は使用者がキー入力部１２７を通じて指定した受
信チャネルに対応する拡散符号により逆拡散され、逆拡散されたチャネル信号は復調部で
復調される。前記復調されたチャネル信号は逆多重化器に入力される。受信部１１５はア
ンテナを通じてデジタルマルチメディア信号を受信する。
【００２４】
　前記逆多重化器１１７は前記受信部１１５から出力される前記復調されたチャネル信号
をオーディオ信号、映像信号、文字信号に分離する。分離されたオーディオ信号、映像信
号及び文字信号は復号部１１９に入力される。
【００２５】
　前記復号部１１９はオーディオ復号部 (図示せず )、映像復号部 (図示せず )、付加信号復
号部 (図示せず )で構成される。オーディオ復号部は符号化された前記オーディオ信号を復
号し、復号されたオーディオ信号を音声処理部１２５に出力する。映像復号部は符号化さ
れた前記映像信号を復号し映像処理部１２１を通じて表示部１２３に出力する。付加信号
復号部は文字信号などを含む付加信号を復号し、復号された付加信号中、文字信号を映像
信号と共に映像処理部１２１を通じて表示部１２３に出力する。この時、前記制御部１１
３は前記文字信号が使用者の選択によって前記表示部１２３に表示されないように制御す
ることもできる。一方、前記復号部１１９はメモリ部 (図示せず )に予め貯蔵されている動
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映像、音楽などマルチメディア信号を復号する機能も遂行する。
【００２６】
　音声処理部１２５は無線部１１１から出力される符号化された音声信号を電気的な音声
信号に変換してスピーカー（ＳＰＫ）を通じて出力するか、マイク (ＭＩＣ )から受信され
る電気的な音声信号をコーディングして無線部１１１に伝達する音声コーデックを含む。
また前記音声処理部１２５は前記復号部１１９のオーディオ復号部から出力される復号さ
れたオーディオ信号をステレオオーディオ信号に変換するステレオコーデックを含むこと
もできる。本発明の明細書では前記音声処理部１２５は前記音声コーデックとステレオコ
ーデックをすべて含む場合を仮定して説明するが、前記音声コーデックとステレオコーデ
ックを別の独立的な装置に構成するか、前記音声コーデックを前記制御部に含んで構成す
るように変形することも可能であることに注意すべきである。また移動端末がステレオ信
号を提供しない場合には前記ステレオコーデックが移動端末に含まれないこともできる。
【００２７】
　映像処理部１２１は前記復号部１１９の映像復号部から出力される復号された映像信号
を表示部１２３に表示するための画面データに変換し、前記表示部１２３に提供する。前
記表示部１２３は前記映像処理部１２１から出力される映像信号を画面に表示し、前記制
御部１１３から出力される使用者データを表示する。キー入力部１２７はキーマトリクス
構造を有し、ダイアリングのための数字キーと、各種機能を遂行するための機能キーとか
ら構成される。前記キー入力部１２７は使用者が入力するキーに対応するキー信号を発生
して制御部１１３に提供する。またキー入力部１２７は本発明に応じてデジタルマルチメ
ディアデータ受信及び音声通話要求のための別の機能キー、または多機能キーを設ける。
一方、前記キー入力部１２７はタッチパッドや仮想キーボード方式に具現することもでき
ることに注意すべきである。
【００２８】
　図２は本発明の望ましい一実施例に従って音声通話のための着信号発生時、デジタルマ
ルチメディア放送を受信中であるか否かに応じたオーディオ信号の処理方法を示す順序図
である。
【００２９】
　　図１及び図２を参照してデジタルマルチメディア放送受信中に音声通話要求がある場
合、デジタルマルチメディア放送のオーディオ信号処理を中止する方法を詳細に説明する
。
【００３０】
　２１１段階で制御部１１３は音声通話のための着信号が発生されるか否かを検査する。
着信号が発生された場合は２１３段階に進行し、着信号が発生されない場合は前記２１１
段階を繰り返す。前記２１３段階で制御部１１３は使用者が設定したモードに応じて、ベ
ルの音、振動またはランプなどを用いて着信号が発生したことを使用者に知らせ、２１５
段階に進行する。
【００３１】
　前記２１５段階で制御部１１３は使用者から通話キーが入力されたか否かを検査する。
通話キーが入力された場合は使用者から音声通話が要求されると判断し、２１９段階に進
行し、通話キー以外のキーが入力された場合には２１７段階に進行し、入力されたキーに
該当する機能を遂行する。ここで、通話キーは呼接続を指示するキーであり、前記キー入
力部１２７上の特定キーまたは全てのキーになるのが通常的である。しかし、折り畳み型
携帯電話でフォルダを開放する動作により呼接続が遂行される場合はフォルダ開放動作を
通話キーが入力されたことと均等なものと見なすことができることに注意すべきである。
また通話キーの入力代わりに着信号受信を音声通話要求と判断するように変形することも
該技術分野で通常の知識を持つ者に自明であるだろう。
【００３２】
　前記２１９段階で前記制御部１１３は現在デジタルマルチメディア放送を受信中である
か否かを検査する。デジタルマルチメディア放送を受信中であるか否かは所定のフラグを
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使用して判断することができるが、それ以外の多様な方法に変形可能なことは該技術分野
で通常の知識を持つ者に自明であるだろう。前記２１９段階でデジタルマルチメディア放
送中であると判断される場合、２２１段階に進行し、放送受信中でない場合、２２９段階
に進行する。
【００３３】
　前記２２１段階で前記制御部１１３は逆多重化器１１７から出力されるオーディオ信号
を復号しないように復号部１１９を制御する。しかし、映像信号と文字信号は前記復号部
１１９で続けて復号され、映像処理部１２１を通じて表示部１２３に出力される。
【００３４】
　一方、本発明の明細書では前記２１９段階でデジタルマルチメディア放送を受信中であ
ると判断される場合、制御部１１３が自動に前記デジタルマルチメディア放送のオーディ
オ信号の処理を中止する場合を仮定して説明したが、使用者がオーディオ信号の処理を中
止するか否かを選択できるように変更することは、該技術分野での通常の知識を持つ者に
自明であるだろう。即ち、制御部１１３は表示部１２３を通じて使用者にオーディオ信号
の処理を中止するか否かを質疑し、使用者はキー入力部１２７の特定キーを用いて応答す
るように構成するか、所定の特定キーを予め割り当て、使用者がオーディオ信号の処理を
中止するか否かを選択するように構成することができるだろう。または使用者がデジタル
マルチメディア放送のオーディオ信号と音声信号に対して予め優先順位を設定できるよう
にし、設定された優先順位に応じて前記オーディオ信号の処理を中止するか否かを決定す
る方法も可能であるだろう。
【００３５】
　また本発明の明細書では制御部１１３が復号部１１９を制御してオーディオ信号の処理
を中止する場合に対して説明するが、逆多重化器１１７で分離されたオーディオ信号が復
号部１１９に出力されないように前記逆多重化器１１７を制御するように変形することも
可能である。
【００３６】
　オーディオ信号の復号を中止するように復号部１１９を制御した前記制御部１１３は２
２３段階で音声通話を接続する。即ち、制御部１１３は音声処理部１２５を制御して無線
部１１１から出力される符号化された音声信号を電気的な音声信号に変換し、スピーカー
を通じて前記音声信号を出力するようにする。音声通話が接続された後、制御部１１３は
２２５段階で音声通話が終了されたか否かを検査し、音声通話が終了された場合は２２７
段階に進行し、音声通話が終了されない場合は、前記２２５段階を繰り返す。音声通話が
終了された場合、制御部１１３は前記２２７段階でオーディオ信号の復号を再開するよう
に前記復号部１１９を制御した後、前記手続きを完了する。
【００３７】
　一方、前記２１９段階でデジタルマルチメディア放送の受信中でない場合には、前記制
御部１１３は２２９段階で音声通話を接続する。制御部１１３は音声処理部１２５を制御
して無線部１１１から出力される符号化された音声信号を電気的な音声信号に変換し、ス
ピーカーを通じて前記音声信号を出力するようにする。音声通話が接続された後、制御部
１１３は２３１段階で音声通話が終了されたか否かを検査し、音声通話が終了されない場
合は、前記２３１段階を繰り返し、音声通話が終了された場合は前記手続きを完了する。
【００３８】
　図３は本発明の望ましいさらに他の実施例に従って音声通話のための発信号要求が発生
する場合、デジタルマルチメディア放送を受信中であるか否かに応じたオーディオ信号の
処理方法を示す順序図である。
【００３９】
　３１１段階で制御部１１３は音声通話のための発信号要求が発生されるか否かを検査す
る。前記発信号要求は使用者がキー入力部１２７を通じて音声通話しようとする被呼者を
指定し、通話キーを入力する動作により遂行される。発信号要求が発生される場合、制御
部１１３は指定された被呼者に呼を発信し、３１２段階で前記被呼者からの応答を検出す
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る。制御部１１３は被呼者から応答がない場合は前記３１２段階を繰り返し、被呼者から
の応答が検出される場合は音声通話要求が発生したと判断し、３１３段階に進行する。し
かし、前記３１１段階で発信号要求が発生する時を音声通話要求が発生したと判断するこ
ともできることに注意すべきである。
【００４０】
　前記３１３段階で前記制御部１１３はデジタルマルチメディア放送が受信されたか否か
を検査し、デジタルマルチメディア放送の受信中であると判断される場合、３１５段階に
進行し、放送受信中でない場合、３２３段階に進行する。
【００４１】
　前記３１５段階で前記制御部１１３は逆多重化器１１７から出力されるオーディオ信号
を復号しないように復号部１１９を制御する。しかし、映像信号と文字信号は前記復号部
１１９で続けて復号され、映像処理部１２１を通じて表示部１２３に出力される。
【００４２】
　オーディオ信号の復号を中止するように復号部１１９を制御した前記制御部１１３は３
１７段階で音声通話を接続する。即ち、制御部１１３は音声処理部１２５を制御して無線
部１１１から出力される符号化された音声信号を電気的な音声信号に変換し、スピーカー
を通じて前記音声信号を出力する。音声通話が接続された後、制御部１１３は３１９段階
で音声通話が終了されたか否かを検査し、音声通話が終了された場合は３２１段階に進行
し、音声通話が終了されない場合は前記３１９段階を繰り返す。音声通話が終了された場
合、制御部１１３は前記３２１段階でオーディオ信号の復号を再開するように前記復号部
１１９を制御した後、前記手続きを完了する。
【００４３】
　一方、前記３１３段階でデジタルマルチメディア放送受信中でない場合には前記制御部
１１３は３２３段階で音声通話を接続する。制御部１１３は音声処理部１２５を制御して
無線部１１１から出力される符号化された音声信号を電気的な音声信号に変換し、スピー
カーを通じて前記音声信号を出力する。音声通話が接続された後、制御部１１３は３２５
段階で音声通話が終了されたか否かを検査し、音声通話が終了されない場合は前記３２５
段階を繰り返し、音声通話が終了された場合は前記手続きを完了する。
【００４４】
　図４は本発明の望ましいさらに他の実施例に従うデジタルマルチメディア放送の受信中
に音声通話が要求される場合、使用者設定によって放送信号を処理する方法を示す順序図
である。一方、本実施例では音声通話のための着信号が発生する場合を仮定し説明するが
、音声通話のための発信号が発生する場合にも適用されるように本実施例を変形すること
は該技術分野の通常の知識を持つ者に自明であるだろう。
【００４５】
　４１１段階で制御部１１３は音声通話のための着信号が発生されるか否かを検査する。
着信号が発生された場合は４１３段階に進行し、着信号が発生されない場合は前記４１１
段階を繰り返す。前記４１３段階で制御部１１３は使用者が設定したモードに応じてベル
の音、振動またはランプなどを用いて着信号が発生されたことを使用者に知らせ、４１５
段階に進行する。
【００４６】
　前記４１５段階で制御部１１３は使用者から通話キーが入力されたか否かを検査する。
通話キーが入力された場合は使用者から音声通話が要求されると判断し、４１９段階に進
行し、通話キー以外のキーが入力された場合には４１７段階に進行し、入力されたキーに
該当する機能を遂行する。ここで、前記通話キーは呼接続を指示するどのようなキーの入
力やどのような動作にも変形できることは上述したようである。
【００４７】
　前記４１９段階で前記制御部１１３は現在デジタルマルチメディア放送を受信中である
か否かを検査する。前記４１９段階でデジタルマルチメディア放送を受信中であると判断
される場合、４２５段階に進行し、放送受信中でない場合、４２１段階に進行する。前記
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４２１段階で前記制御部１１３は音声通話を接続し、４２３段階で音声通話が終了された
か否かを検査する。前記４２３段階で音声通話が終了されない場合には前記４２３段階を
繰り返し、音声通話が終了された場合は前記手続きを完了する。
【００４８】
　一方、前記４１９段階でデジタルマルチメディア放送を受信中であると判断される場合
、前記制御部１１３は４２５段階で使用者により設定された音声通話時の放送信号処理モ
ードを検査する。本発明の望ましい実施例で前記音声通話時の放送信号処理モードは放送
受信中に音声通話が要求される場合、放送信号を処理する方法に応じて“ＴＶオフ”モー
ドと“オーディオオフ”モードに分類されると仮定する。“ＴＶオフ”モードは放送信号
の受信を中止し、音声通話のみを遂行するモードであり、“オーディオオフ”モードは放
送信号中のオーディオ信号の出力は中止し、映像信号と文字信号は続けて表示部１２３に
表示するモードである。前記音声通話時、放送信号処理モードは使用者により予め設定さ
れるか、または放送受信中音声通話が要求される時、使用者の直接入力により設定される
ことができる。
【００４９】
　前記４２５段階で“ＴＶオフ”モードに設定されたと判断される場合には４２７段階に
進行する。制御部１１３は前記４２７段階で放送信号の受信を中止し４２１段階に進行す
る。ここで、本発明の明細書では前記４２７段階で放送信号の受信を中止する場合を仮定
したが、放送信号の受信は続き、逆多重化器１１７または復号部１１９を制御して受信さ
れた放送信号の処理を中止するように変形することも可能であることに注意すべきである
。
【００５０】
　一方、前記４２５段階で“ＴＶオフ”モードに設定されないと判断される場合には４２
９段階に進行する。前記制御部１１３は前記４２９段階で“オーディオオフ”モードに設
定されたか否かを判断する。“オーディオオフ”モードに設定された場合には４３１段階
に進行し、“オーディオオフ”モードに設定されない場合には４２１段階に進行する。オ
ーディオオフモードに設定されない場合にはデジタルマルチメディア放送のオーディオ信
号と音声通話の音声信号がすべてスピーカーを通じて出力される。この時、前記オーディ
オ信号はスピーカーを通じて出力され、前記音声信号はイアホーンを通じて出力されるよ
うに構成するか、その反対の場合に構成することもできるだろう。
【００５１】
　前記４３１段階で前記制御部１１３は逆多重化器１１７から出力されるオーディオ信号
を復号しないように復号部１１９を制御する。しかし、映像信号と文字信号は前記復号部
１１９で続けて復号され、映像処理部１２１を通じて表示部１２３に出力される。
【００５２】
　前記制御部１１３はオーディオ信号の復号を中止するように復号部１１９を制御した後
、４３３段階で音声通話を接続する。即ち、制御部１１３は音声処理部１２５を制御して
無線部１１１から出力される符号化された音声信号を電気的な音声信号に変換し、スピー
カーを通じて前記音声信号を出力するようにする。制御部１１３は４３５段階で音声通話
が終了されたか否かを検査し、音声通話が終了された場合は４３７段階に進行し、音声通
話が終了されない場合は前記４３５段階を繰り返す。音声通話が終了された場合、制御部
１１３は前記４３７段階でオーディオ信号の復号を再開するように前記復号部１１９を制
御した後、前記手続きを完了する。
【００５３】
　今まで、図１乃至図４を参照して音声通話が要求される場合、デジタルマルチメディア
放送を受信中であるか否かに応じたオーディオ信号の処理方法を説明した。図５は本発明
の望ましいさらに他の実施例に従ってデジタルマルチメディア放送の受信要求が発生する
場合、音声通話が行われているか否かに応じたオーディオ信号処理方法を示す順序図であ
る。
【００５４】
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　図５を参照すると、５１１段階で制御部１１３は音声通話要求が発生するか否かを検査
する。前記制御部１１３は音声通話のための着信号や発信号が検出される場合、音声通話
要求が発生したと判断する。音声通話要求が発生しない場合には前記５１１段階を繰り返
し、音声通話要求が発生した場合には５１３段階に進行する。前記５１３段階で制御部１
１３は音声通話を接続し５１５段階に進行する。制御部１１３は５１５段階でデジタルマ
ルチメディア放送受信要求があるか否かを検査する。通常的に前記デジタルマルチメディ
ア放送受信要求は使用者がキー入力部１２７の所定のキー入力を通じて放送受信を指示す
ることにより発生される。前記５１５段階で放送受信要求が発生しない場合には前記５１
５段階を繰り返す。一方、前記５１５段階で放送受信要求が発生した場合には５１７段階
に進行し、受信部１１５を通じてデジタルマルチメディア放送信号の受信を開始する。逆
多重化器１１７は前記受信された放送信号をオーディオ信号と映像信号及び文字信号に分
離する。ここで、移動端末はデジタルマルチメディア放送の受信中でない場合には前記放
送信号を処理するためのモジュールの電源を遮断することが通常的である。この時は前記
５１７段階で前記制御部１１３の制御下で前記放送信号処理モジュールに電源を供給する
過程が遂行される。
【００５５】
　５１９段階で制御部１１３は前記逆多重化器１１７から出力される映像信号と文字信号
を復号部１１９で復号し映像処理部１２１を通じて表示部１２３に出力するように制御す
る。しかし、前記復号部１１９は制御部１１３の制御下で逆多重化器１１７から出力され
るオーディオ信号は復号しない。一方、制御部１１３は音声処理部１２５を制御して無線
部１１１から出力される符号化された音声信号を電気的な音声信号に変換し、スピーカー
を通じて前記音声信号を出力する。一方、本実施例では音声通話を先ず接続しデジタル放
送を受信するか否かに応じてオーディオ信号の出力を中止する場合のみを記載しているが
、オーディオ信号の出力を中止した後、音声通話を接続するように変形することは該技術
分野での通常の知識を持つ者に自明であるだろう。
【００５６】
　制御部１１３は５２１段階で音声通話が終了されたか否かを検査し、音声通話が終了さ
れた場合は５２３段階に進行し、音声通話が終了されない場合は前記５２１段階を繰り返
す。音声通話が終了された場合、制御部１１３は前記５２３段階で使用者により設定され
た音声通話時放送信号処理モードを検査する。“ＴＶオフ”モードに設定されたと判断さ
れる場合には５２７段階に進行し、制御部１１３は前記５２７段階で放送信号の受信を中
止する。ここで、本発明の明細書では前記５２７段階で放送信号の受信を中止する場合を
仮定したが、放送信号の受信は続けて逆多重化器１１７や復号部１１９を制御して受信さ
れた放送信号の処理を中止するように変形することも可能であることに注意すべきである
。
【００５７】
　一方、前記５２３段階で“ＴＶオフ”モードに設定されないと判断される場合には５２
５段階に進行する。制御部１１３は前記５２５段階で中断されたオーディオ信号の復号を
再開するように復号部１１９を制御し、前記手続きを完了する。
【００５８】
　図６は本発明の望ましいさらに他の実施例に従ってデジタルマルチメディア放送受信要
求時、音声通話が行われているか否かに応じてオーディオ信号と文字信号を処理する方法
を示す順序図である。本実施例ではデジタルマルチメディア放送の受信中、音声通話のた
めの着信号が発生する場合を仮定し説明したが、発信号が発生する場合にも適用可能であ
るように容易に変形できることに注意すべきである。
【００５９】
　６１１段階で制御部１１３は音声通話のための着信号が発生されるか否かを検査する。
着信号が発生された場合は６１３段階に進行し、着信号が発生されない場合は前記６１１
段階を繰り返す。前記６１３段階で制御部１１３は使用者が設定したモードに応じて、ベ
ルの音、振動またはランプなどを用いて着信号が発生されたことを使用者に知らせ、６１
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５段階に進行する。
【００６０】
　前記６１５段階で制御部１１３は使用者から通話キーが入力されたか否かを検査する。
通話キーが入力された場合は使用者から音声通話が要求されると判断し６１９段階に進行
し、通話キー以外のキーが入力された場合には６１７段階に進行し入力されたキーに該当
する機能を遂行する。ここで、前記通話キーは呼接続を指示するどのようなキーの入力や
どのような動作にも変形できることは上述したようである。
【００６１】
　前記６１９段階で前記制御部１１３は現在デジタルマルチメディア放送を受信中である
か否かを検査する。前記６１９段階でデジタルマルチメディア放送受信中であると判断さ
れる場合には６２１段階に進行し、放送受信中でない場合には６３５段階に進行する。前
記６３５段階で前記制御部１１３は音声通話を接続し、６３７段階で音声通話が終了され
たか否かを検査する。前記６３７段階で音声通話が終了されない場合には前記６３７段階
を繰り返し、音声通話が終了された場合は前記手続きを完了する。
【００６２】
　一方、前記６１９段階でデジタルマルチメディア放送受信中であると判断される場合に
は、制御部１１３は６２１段階で受信される前記放送信号に文字信号が含まれているか否
かを検査する。上述したように文字信号は映像信号やオーディオ信号と連関される題目や
歌詞、台詞の字幕データを含んで構成される。前記６２１段階で文字信号が受信されない
場合には６２７段階に進行し、文字信号が受信される場合には６２３段階に進行する。前
記６２３段階で制御部１１３は現在受信される文字信号が表示部１２３に表示されている
か否かを検査する。前記文字信号は使用者の選択によって表示部１２３に表示されている
か否かが決定されることができる。使用者が文字信号を表示しないように選択した場合に
は制御部１１３は復号部１１９を制御して文字信号を復号しないか、または復号部１１９
で復号された文字信号を映像処理部１２１で表示部１２３に提供しないように前記映像処
理部１２１を制御することができる。
【００６３】
　前記６２３段階で文字信号が表示部１２３に表示されている場合には６２７段階に進行
し、表示されていない場合には６２５段階に進行する。前記６２５段階で制御部１１３は
復号部１１９、または映像処理部１２１を制御して文字信号が表示部１２３に表示される
ようにし、６２７段階に進行する。前記６２７段階で制御部１１３はオーディオ信号の復
号を中止するように復号部１１９を制御した後、６２９段階で音声通話を接続する。即ち
、制御部１１３は音声処理部１２５を制御して無線部１１１から出力される符号化された
音声信号を電気的な音声信号に変換し、スピーカーを通じて前記音声信号を出力するよう
にする。制御部１１３は６３１段階で音声通話が終了されたか否かを検査し、音声通話が
終了された場合は６３３段階に進行し、音声通話が終了されない場合は前記６３１段階を
繰り返す。音声通話が終了された場合、制御部１１３は前記６３３段階でオーディオ信号
の復号を再開するように前記復号部１１９を制御した後、前記手続きを完了する。
【００６４】
　以上の説明では、具体的な実施例に上げて説明してきたが、当該技術分野で通常の知識
をもつ者にとって本発明の思想を外れない範囲内でさまざまな変形が可能なことは勿論で
ある。したがって、本発明は上述された具体的な実施例によって定められてはいけなく、
特許請求の範囲とそれに均等なものによって定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の望ましい実施例に従って移動端末の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の望ましい一実施例に従って音声通話のための着信号発生時、デジタルマ
ルチメディア放送を受信中であるか否かに応じたオーディオ信号の処理方法を示す順序図
である。
【図３】本発明の望ましい他の実施例に従って音声通話のための発信号要求が発生する場
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合、デジタルマルチメディア放送を受信中であるか否かに応じたオーディオ信号の処理方
法を示す順序図である。
【図４】本発明の望ましいさらに他の実施例に従うデジタルマルチメディア放送の受信中
に音声通話が要求される場合、使用者設定に応じて放送信号を処理する方法を示す順序図
である。
【図５】本発明の望ましいさらに他の実施例に従ってデジタルマルチメディア放送の受信
要求が発生する場合、音声通話が行われているか否かに応じたオーディオ信号処理方法を
示す順序図である。
【図６】本発明の望ましいさらに他の実施例に従ってデジタルマルチメディア放送受信要
求時、音声通話が行われているか否かに応じてオーディオ信号と文字信号を処理する方法
を示す順序図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１１１　無線部
　１１３　制御部
　１１５　受信部
　１１７　逆多重化器
　１１９　復号部
　１２１　映像処理部
　１２３　表示部
　１２５　音声処理部
　１２７　キー入力部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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